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《令和 5 年 8 月 31 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、基礎疾患がなく、高アンモニア血症疑いのみの場合、アン

モニアの算定は認められない。 

 ただし、バルプロ酸ナトリウムの投与中等の場合は基礎疾患を要しない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 バルプロ酸ナトリウムの投与中等、一定の条件を除き、原則、基礎疾患

がない場合の算定は不適当であると考える。 

 


